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●他都市や民間事業者との協定

災害時の応援協定

地震等緊急時における相互応援に関する協定【平成30年12月締結】
名古屋市、横浜市

19大都市水道局災害相互応援に関する覚書【令和２年３月改定】
札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

日本水道協会関東地方支部災害相互応援に関する協定【平成28年８月改定】
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各都県支部、関東地方支部長都市（横浜市）

日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書【平成28年３月締結】
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、座間市、秦野市、三浦市、南足柄市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団、愛川町、
大井町、開成町、中井町、箱根町、松田町、真鶴町、山北町、湯河原町

※その他、神奈川県企業庁・神奈川県内広域水道企業団・千葉県水道局・川崎市上下水道局とも
協定を締結しています。

他都市水道事業体との燃料相互応援の覚書
名古屋市上下水道局／新潟市水道局

民間事業者との協定
横浜市管工事協同組合／横浜建設業協会／日本水道鋼管協会／横浜市建設コンサルタント協会／横浜市地質調査業協会／
神奈川県測量設計業協会横浜支部／横浜市補償コンサルタント協会／水道メーター検針業務及び料金整理業務の受託事業者
／大洋石油株式会社

「南海トラフ巨大地震対策
≪全国の水道事業体に向けた緊急提言≫」の発表

燃料や資機材などの確保に向けた取り組み

協力店のマーク

▲水道局で備蓄している水道管

▲大都市水道局大規模災害対策検討会の様子

●停電時に備えての取り組み
　水道水をつくったり、蛇口に水道水をお届けしたりするには、
電力が不可欠です。 水道局では停電に備え、浄水施設やポンプ場
などに複数系統から受電できる設備を整えています。しかし、大規
模災害時には、広域で停電となることも想定されます。 そこで、停
電時にも浄水施設・ポンプなどの運転を継続させることや、庁舎な
どにおける通信の確保などの各種業務継続のため、非常用発電設
備を設置しています。

■災害時等に備えた燃料油の備蓄及び供給に関する協定の締結

■燃料取扱事業者との協力関係

■修繕材料供給事業者との協力関係

■薬品（アルカリ剤）供給事業者との協力関係

■横浜市消防局との協力関係

非常用発電設備の整備状況
令和３年3月現在
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非常用発電設備の整備

　浄水場・ポンプ場・庁舎などの非常用発電設備の稼動や給水車・復旧工事車両の使用には、燃料が必要
です。また、被災した水道施設を早期に復旧するためには、修繕材料等を迅速に入手する必要があります。
　東日本大震災では、ガソリンスタンドで給油を待つ長い車列ができたため、水道局の車両や浄水場など
で使用する燃料の確保が困難でした。
　そこで、水道局では、災害時の燃料や復旧資機材等確保のため、企業との燃料油の備蓄・供給に関する
協定や他都市との修繕材料供給に関する協定、他局との協力関係、また、供給協力に関する登録制度とし
ての「横浜水道安全・安心パートナー」を構築しています。  

　「19大都市水道局災害相互応援に関する覚書」に基づき横
浜市水道局を含めた全国の19大都市の水道事業体が集う

「大都市水道局大規模災害対策検討会」において、「南海トラ
フ巨大地震対策-全国の水道事業体に向けた緊急提言」が令
和２年１月に策定されました。
　本提言は、南海トラフ巨大地震への対応を主目的にその
対策を21の提言としてまとめたものですが、その他の大規
模災害への対策として活用可能なものも多数あります。
　南海トラフ巨大地震や首都直下地震など国難レベルの大
規模災害を乗り超えるために、各水道事業体が受援・応援の
それぞれの立場から、共に大規模災害対策の強化に取り組
んでいくことが期待されています。

　「横浜水道 安全・安心パートナー（燃料供給）」による協力体制に加えて、浄水場を 3 日間運転するために現在の場内
備蓄では不足する分について、燃料の保管料を支払うことで確実に備蓄し、発災時にはローリー車で運搬、給油を受け
るようにするなどの燃料油備蓄協定を、平成 30 年 3 月に民間事業者と締結しました。

　水道局では、災害時において他都市から横浜市へ応援に来た給水車に対し、消防局自家用給油取扱所において、消防
局の災害対応や運用に支障がない範囲で軽油の供給を受けることができる取り決めを平成 31 年３月に交わしました。

　水道局では、災害などの緊急時に水道施設などの復旧を迅速に行うため、水道局独自で
の修理材料の備蓄を行うとともに、他都市との協定による材料供給の応援体制を整備して
います。しかし、被害が甚大となった場合には、修理材料の不足が予想されます。
　そこで、民間事業者にご協力いただき、非常時の修繕材料供給に関する登録制度として
平成 26 年２月から「横浜水道 安全・安心 パートナー（材料供給）」を構築しました。
　令和３年３月末現在で、43 者の事業者にご登録いただいています。

　水道局では、火山噴火時においても継続して浄水処理を行うため、令和元年 12 月に「横浜水道　安全・安心　パート
ナー（薬品供給）」を構築し、災害等発生時に必要となる薬品（アルカリ剤）の供給について民間の事業者との協力体制を
整えています。

　市内外の民間燃料取扱事業者にご協力いただき、燃料供給に関する登録制度として平成25年4
月から「横浜水道 安全・安心 パートナー（燃料供給）」を構築しました。
　令和３年３月末現在で、37者、81スタンドで災害時に水道局車両・施設への給油ができるよう協力
体制を整えています。

　東日本大震災や熊本地震、平成 30 年７月豪雨、令和元年台風 15 号、19 号などの大規模災害時には、全国の水道
事業体による応急給水、応急復旧、技術支援などの応援活動が必要不可欠です。
　水道局では、大規模災害に備え、他都市水道事業体や民間事業者などと、災害時の相互応援などに関する協定を締
結しています。

・給水車運転要員の確保と活用
・給水車を使用しない応急給水場所の整備事例
・派遣体制の事前リスト化
・大都市水道局研修講師派遣制度の新設　など
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